
くるめ診療情報ネットワーク協議会規約 
 
（名称） 
第１条 この協議会は、くるめ診療情報ネットワーク協議会（以下「協議会」とい

う。）と称する。 
２ 診療情報を共有する地域診療情報ネットワークの呼称は、アザレアネットと

する。        

（事務局） 
第２条 協議会の主たる事務所を、一般社団法人 久留米医師会内に置く。 

（目的） 
第３条 協議会は、地域の医療機関・医療関係団体が連携し、地域診療情報共有シ

ステムの継続的・安定的な運営管理を行うとともに、ネットワークの充実を推進

することにより、安全・安心で信頼される医療の提供及び高度な保健医療福祉社

会を形成し、住民の健康増進に寄与することを目的とする。 

（事業） 
第４条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 地域診療情報ネットワークの運用管理に関する事業 
(2) 地域診療情報ネットワークの普及促進に関する事業 
(3) 地域診療情報ネットワークの利活用に関する調査・研究事業 
(4) その他この協議会の目的を達成するために必要な事業 

（構成） 
第５条 協議会は、協議会の目的に賛同する次の団体・機関（以下「構成員」とい

う。）をもって構成する。 
(1) 病院 
(2) 診療所 
(3) 歯科診療所 
(4) 調剤薬局（連携希望先施設が承諾した場合に限る） 
(5) 医療関係団体 
(6) 大学等の研究機関及び行政機関 
(7) その他会長が適当と認める者 

（負担金） 
第６条 構成員は、別表１に定める負担金を協議会に納入するものとする。 

（役員） 
第７条 協議会に、次の役員を置く。 



 (1) 理事  15 名以内 
 (2) 監事   2 名 

（役員の選任） 
第８条 役員は、別表 2 の団体・機関から推薦された者とする。 
２ 会長、副会長は、理事の互選とする。 
３ 監事は、この協議会の理事を兼ねることはできない。 

（職務） 
第９条 会長は、この協議会を代表し、その業務を総理する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その

職務を代行する。 

（任期等） 
第 10 条 役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間

とする。 
３ 役員は、任期満了又は辞任したときにおいても、後任者が就任するまでの間

は、その職務を行うものとする。 

（報酬） 
第 11 条 役員の報酬は、無報酬とする。 
２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

（顧問） 
第 12 条 この協議会に顧問を置くことができる。 
２ 顧問は、理事会で議決し会長が任免する。  

（理事会） 
第 13 条 理事会は理事をもって構成し、会長が招集する。 

（議決事項） 
第 14 条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

(1) 規約の変更 
(2) 事業計画及び収支予算 
(3) 事業報告及び収支決算 
(4) 役員の選任 
(5) 負担金の額 
(6) その他この協議会の運営に関する重要事項 

 



（議長） 
第 15 条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 

（定足数） 
第 16 条 理事会は、理事総数の 4 分の 3 以上の出席がなければ開催することがで

きない。 

（議決） 
第 17 条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

（書面表決） 
第 18 条 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知

された審議事項について、書面をもって表決することができる。 
２ 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。 

（議事録） 
第 19 条 理事会を開催したときは、議事録を作成しなければならない。 
２ 議事録には、議長及びその会議で選任された議事録署名人が署名押印しなけ

ればならない。 

（事業年度） 
第 20 条 この協議会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わ

るものとする。 

（運営委員会） 
第21条 この協議会の日常的運営及び調査・研究のために運営委員会を設置する。 
２ 運営委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定

める。 

（補足） 
第 22 条 この規約の施行に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定め

る。 
附 則 

１ この規約は、この協議会成立の日から施行する。 
２ この協議会の設立初年度の役員の任期は、第 10 条の規定にかかわらず、成立

の日から平成 26 年 3 月 31 日までとする。 
３ この協議会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第 20 条の規定にかかわ

らず、成立の日から平成 25 年 3 月 31 日までとする。 
 



   附 則 
  この規約は、平成 26 年 5 月 21 日から施行する。 

附 則 
  この規約は、平成 27 年 5 月 19 日から施行する。 

附 則 
  この規約は、平成 30 年 5 月 23 日から施行する。 

附 則 
  この規約は、令和 4 年 5 月 24 日から施行する。 

附 則 
  この規約は、令和 6 年 5 月 28 日から施行する。 

  附 則 
  この規約は、令和 8 年 5 月 26 日から施行する。 
 
 



別表１ 
 

区   分 負 担 金 額 ※３ 備 考 

情報開示施設 ※１ 年額 18 万円 ※２ 
一法人が複数の病院の情報開

示を行う場合は一施設として

取り扱う。 

閲 
覧  

施

設 

医
療
機
関 

病院 
参加医師会会員 無料  

参加医師会非会員 年額 5 千円  

診療所 
参加医師会会員 無料  

参加医師会非会員 年額 1 千円  

歯科診療所 年額 １千円  

調剤薬局 年額 3 千円  

訪問看護ステーション 年額 3 千円 
 
※４ ※５ 

介護サービス事業所 年額 3 千円 
閲覧は医師・看護師・ケアマネ

ジャーのみ可 
※４ ※５ ※６ 

団

体

等 

医師会 年額  A 会員数に 
500 円を乗じた額 

当該年度当初の A 会員数によ

り算出する。 

医師会以外の団体等 理事会で決定した額  

行政 無料  

※１ 情報開示施設とは、情報開示用のサーバーを自ら設置し、診療情報の開示を行う施設

をいう。 
※２ 情報開示施設、医師会等参加団体の負担額は、協議会参加者数や事業計画等を考慮し

ながら、必要に応じて見直しを行うものとする 
※３ 負担金の額は、当該年度の年額とし、参加する月日にかかわらず、上表のとおりとす

る。 
※４ 医療機関に併設でない施設のみの負担金額とする。所属する医療機関が参加医師会

会員の場合は無料。 
※５ 閲覧施設の場合は同一法人であれば５施設までは３，０００円、それを超えた   

場合は，個別に検討する。 



※６ 受け入れ可能状況一覧のみの利用は無料とする。 
※７ 参加医療機関等が協議会を退会する場合において、納付された負担金は返還しない

ものとする。 
※８ 他の協議会又はネットワークに参加している医療機関等が閲覧施設として参加する場

合は、協議会相互で協議したうえ、理事会で取り扱いを決定する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表２             
  

役職 団体・機関名 

理事 

一般社団法人 浮羽医師会 
一般社団法人 大川三潴医師会 
一般社団法人 小郡三井医師会 
一般社団法人 久留米医師会 
学校法人 久留米大学  
社会医療法人 シマダ  
社会医療法人 天神会  
社会医療法人 雪の聖母会 
久留米市 

監事 
学校法人 久留米大学 
久留米市 

 
 


